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法
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よ
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指
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祉
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国
残
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邦
人
等
の
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国
の
促
進
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住
帰
国
後
の
自
立

の
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関
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る
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に
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機
関
の
指
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中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
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○
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保
険
法
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介
護
予
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サ
ー
ビ
ス
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業
者
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指
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(
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児
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福
祉
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に
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る
障
害
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通
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支
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事
業
者
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)
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告

示

青
森
県
告
示
第
六
百
十
四
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
八
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
十
五
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
四
十
九

条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た

の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
八
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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事

業

者

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

有
限
会
社
の

ぞ
み
ケ
ア
セ

ン
タ
ー

三
沢
市
大
町
二
丁
目
一

三
の
四
五

の
ぞ
み
訪
問

看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

三
沢
市
大
町
二
丁
目
一

三
の
四
五

平
成
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�
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青
森
県
告
示
第
六
百
十
六
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢
例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
五

条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を
担
当

さ
せ
る
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
八
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
十
七
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
五

条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を
担
当

さ
せ
る
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
八
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
十
八
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
八
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成24年８月６日 月曜日 第3574号 �

事

業

者

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
共

弘
前
市
大
字
清
原
二
丁

目
一
〇
の
二
〇

訪
問
看
護
事

業
所
共

弘
前
市
大
字
清
原
二
丁

目
一
〇
の
二
〇

平
成

��･

�･

��

株
式
会
社
善

世
会

弘
前
市
大
字
五
代
字
従

弟
沢
一
〇
三
〇
の
五
〇

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

高
舘
山

弘
前
市
大
字
五
代
字
沼

田
一
三
の
五

��･

�･

�

氏

名

住

所

施
術
所
の
名
称

施
術
所
の
所
在
地

指

定

年
月
日

佐
々
木
智
弘

つ
が
る
市
牛
潟
町
村

上
三
八

お
ん
接
骨
院

つ
が
る
市
牛
潟
町
村

上
三
八

平
成

��･

�･
��

石
橋

寛
志

八
戸
市
大
字
堤
町
一

三
の
七

石
橋
整
骨
院

八
戸
市
大
字
堤
町
一

三
の
七

��･

�･

��

氏

名

住

所

指
定
年
月
日

小
泉

千
稔

八
戸
市
根
城
一
丁
目
一
八
の
八
キ
ン
グ
ス
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス

八
の
一
〇
五

平
成
��･

�･

�

船
場

雅
彰

八
戸
市
小
中
野
八
丁
目
六
の
二
〇

〃

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

日
本
健
康
開

発
株
式
会
社

弘
前
市
大
字
八
幡

町
三
丁
目
一
の
一

訪
問
介
護

ひ
な
た
松
原

弘
前
市
大
字
松
原

東
三
丁
目
二
の
一

平
成

��

･

	･

�

株
式
会
社
三

陽

三
沢
市
大
町
三
丁

目
九
の
二
一

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

三
陽

三
沢
市
大
町
三
丁

目
九
の
二
一

〃

合
同
会
社
み

な
も

東
津
軽
郡
今
別
町

大
字
今
別
字
今
別

三
一
の
二

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
え
が
お

東
津
軽
郡
今
別
町

大
字
今
別
字
今
別

三
一
の
二

〃

社
会
福
祉
法

人
北
光
会

南
津
軽
郡
大
鰐
町

大
字
大
鰐
字


頭

九
の
二

通
所
介
護

大
鰐
温
泉
介

護
セ
ン
タ
ー

あ
ぜ
り
あ

南
津
軽
郡
大
鰐
町

大
字
大
鰐
字
湯
野

川
原
七
の
二

〃
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青
森
県
告
示
第
六
百
十
九
号

介
護
保
険
法

(
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
八
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
二
十
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
八
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
二
十
一
号

児
童
福
祉
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号)

第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五

の
二
十
四
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
八
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
二
十
二
号

測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測

量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
八
月
六
日
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株
式
会
社
ツ

ク
イ

神
奈
川
県
横
浜
市

港
南
区
上
大
岡
西

一
丁
目
六
の
一

通
所
介
護

ツ
ク
イ
弘
前

大
町

弘
前
市
大
字
大
町

一
丁
目
一
七
の
二

〇

〃

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法
人

国
吉
福
祉
会

弘
前
市
大
字
国
吉

字
村
元
八
六
の
四

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
く
に
よ
し

弘
前
市
大
字
国
吉

字
村
元
八
六
の
四

平
成

��

･

�･

�

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

日
本
健
康
開

発
株
式
会
社

弘
前
市
大
字
八
幡

町
三
丁
目
一
の
一

介
護
予
防

訪
問
介
護

ひ
な
た
松
原

弘
前
市
大
字
松
原

東
三
丁
目
二
の
一

平
成

��

･

�･

�

株
式
会
社
三

陽

三
沢
市
大
町
三
丁

目
九
の
二
一

介
護
予
防

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

三
陽

三
沢
市
大
町
三
丁

目
九
の
二
一

〃

合
同
会
社
み

な
も

東
津
軽
郡
今
別
町

大
字
今
別
字
今
別

三
一
の
二

介
護
予
防

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
え
が
お

東
津
軽
郡
今
別
町

大
字
今
別
字
今
別

三
一
の
二

〃

社
会
福
祉
法

人
北
光
会

南
津
軽
郡
大
鰐
町

大
字
大
鰐
字
�
頭

九
の
二

介
護
予
防

通
所
介
護

大
鰐
温
泉
介

護
セ
ン
タ
ー

あ
ぜ
り
あ

南
津
軽
郡
大
鰐
町

大
字
大
鰐
字
湯
野

川
原
七
の
二

〃

株
式
会
社
ツ

ク
イ

神
奈
川
県
横
浜
市

港
南
区
上
大
岡
西

一
丁
目
六
の
一

介
護
予
防

通
所
介
護

ツ
ク
イ
弘
前

大
町

弘
前
市
大
字
大
町

一
丁
目
一
七
の
二

〇

〃

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

障
害
児
通

所
支
援
の

種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

合
資
会
社
は

や
ぶ
さ

八
戸
市
大
字
湊
町

字
下
河
原
一
八
の

一

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

合
資
会
社
は

や
ぶ
さ
放
課

後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
み
そ

ら
園

八
戸
市
大
字
湊
町

字
下
河
原
一
八
の

一

平
成

��

･

�･

�

� �
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青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

測
量
計
画
機
関

五
戸
町
長

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量

(
基
準
点
等
の
座
標
補
正)

三

測
量
の
期
間

平
成
二
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で

四

測
量
の
地
域

三
戸
郡
五
戸
町

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
八
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

収

用

委

員

会

収
用
の
裁
決
手
続
開
始
の
決
定

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
収
用

の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
八
月
六
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

赤

津

重

光

一

起
業
者
の
名
称

国
土
交
通
大
臣

二

事
業
の
種
類

一
級
河
川
岩
木
川
水
系
岩
木
川
津
軽
ダ
ム
建
設
工
事

三

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

別
表
１
の
と
お
り

四

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

別
表
２
の
と
お
り

五

土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

な
し

六

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
三
日

別
表
１

別
表
２

収
用
の
裁
決
手
続
開
始
の
決
定

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
収
用

の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

青 森 県 報平成24年８月６日 月曜日 第3574号 �

開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る
地
域
の

名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)

三
戸
郡
階
上
町
蒼
前
西
三
丁
目
九
の
一
五
三

及
び
九
の
三
一
八
〇

八
戸
市
大
字
妙
字
桶
屋
平
九
の
六
〇

有
限
会
社
リ
ブ
ラ
イ
ズ

地
目

地
積
(㎡
)

土
地
の
所
在

地
番

公
簿

現
況

公
簿

実
測

収
用
し
よ
う
と
し
､

明
渡
し
を
求
め
る
土

地
の
面
積
(㎡
)

青
森
県
中
津
軽

郡
西
目
屋
村
大

字
川
原
平
字
宮

元
27番
１

畑
宅
地

25
26.04

26.04

氏
名

住
所

持
分
３
分
の
１
三
上
京
一

青
森
県
中
津
軽
郡
西
目
屋
村
大
字
川
原
平
字
宮
元
28番
地

持
分
３
分
の
２
笹
代
ゆ
か
り
埼
玉
県
北
本
市
大
字
北
本
宿
140番

地
17

� �
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平
成
二
十
四
年
八
月
六
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

赤

津

重

光

一

起
業
者
の
名
称

国
土
交
通
大
臣

二

事
業
の
種
類

一
級
河
川
岩
木
川
水
系
岩
木
川
津
軽
ダ
ム
建
設
工
事

三

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

別
表
１
の
と
お
り

四

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

別
表
２
の
と
お
り

五

土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

別
表
３
の
と
お
り

六

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
三
日

別
表
１

別
表
２

青 森 県 報平成24年８月６日 月曜日 第3574号�

地
目

地
積
(㎡
)

土
地
の
所
在
地
番
公
簿
現
況
公
簿
実
測

収
用
し
よ
う
と
し
､

明
渡
し
を
求
め
る
土

地
の
面
積
(㎡
)

所
有
権
以
外

の
権
利
の
種

類
及
び
内
容

535.75

37.747
使
用
借
権

65.95
使
用
借
権

4.30
使
用
借
権

0.49
使
用
借
権

0.78
使
用
借
権

0.21
使
用
借
権

0.12
使
用
借
権

0.39
使
用
借
権

4.29
使
用
借
権

0.77
使
用
借
権

0.29
使
用
借
権

宅
地

内訳
青
森
県
中
津

軽
郡
西
目
屋

村
大
字
川
原

平
字
宮
元

28番
宅
地

546.00
546.04

0.03
使
用
借
権

0.027
使
用
借
権

0.035
使
用
借
権

0.029
使
用
借
権

0.349
使
用
借
権

0.080
使
用
借
権

0.130
使
用
借
権

0.019
使
用
借
権

0.064
使
用
借
権

0.061
使
用
借
権

0.007
使
用
借
権

0.003
使
用
借
権

2.183
使
用
借
権

0.007
使
用
借
権

0.003
使
用
借
権

0.010
使
用
借
権

417.37
な
し

公
衆
用
道
路

10.29

内訳

10.080
使
用
借
権

0.131
使
用
借
権

0.030
使
用
借
権

0.049
使
用
借
権

氏
名

住
所

持
分
３
分
の
１
三
上
京
一

青
森
県
中
津
軽
郡
西
目
屋
村
大
字
川
原
平
字
宮
元
28番
地

持
分
３
分
の
２
笹
代
ゆ
か
り
埼
玉
県
北
本
市
大
字
北
本
宿
140番

地
17
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別
表
３

収
用
の
裁
決
手
続
開
始
の
決
定

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
収
用

の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
八
月
六
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

赤

津

重

光

一

起
業
者
の
名
称

国
土
交
通
大
臣

二

事
業
の
種
類

一
級
河
川
岩
木
川
水
系
岩
木
川
津
軽
ダ
ム
建
設
工
事

三

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

別
表
１
の
と
お
り

四

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

氏
名

三
上
ナ
ヨ

住
所

青
森
県
弘
前
市
大
字
北
横
町
一
一
一
番
地
七

五

土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

氏
名

三
上
京
一

住
所

青
森
県
中
津
軽
郡
西
目
屋
村
大
字
川
原
平
字
宮
元
二
八
番
地

権
利
の
種
類

使
用
借
権

六

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
三
日

別
表
１

収
用
の
裁
決
手
続
開
始
の
決
定

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
収
用

の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
八
月
六
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

赤

津

重

光

一

起
業
者
の
名
称

国
土
交
通
大
臣

二

事
業
の
種
類

一
級
河
川
岩
木
川
水
系
岩
木
川
津
軽
ダ
ム
建
設
工
事

三

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

別
表
１
の
と
お
り

四

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

氏
名

三
上
武
彦

住
所

青
森
県
弘
前
市
大
字
北
横
町
一
一
一
番
地
七

五

土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

氏
名

三
上
京
一

住
所

青
森
県
中
津
軽
郡
西
目
屋
村
大
字
川
原
平
字
宮
元
二
八
番
地

青 森 県 報平成24年８月６日 月曜日 第3574号 �

氏
名

住
所

権
利
の
種
類

斉
藤
千
代
子

青
森
県
中
津
軽
郡
西
目
屋
村
大
字
川
原
平
字
宮

元
28番
地

使
用
借
権

渡
邊
盛

青
森
県
中
津
軽
郡
西
目
屋
村
大
字
川
原
平
字
宮

元
28番
地

使
用
借
権

藤
本
滋

青
森
県
中
津
軽
郡
西
目
屋
村
大
字
川
原
平
字
宮

元
28番
地

使
用
借
権

三
浦
幸
雄

青
森
県
弘
前
市
大
字
桔
梗
野
三
丁
目
10番
地
１

市
営
住
宅
Ｄ
� 103号

使
用
借
権

東
日
本
電
信
電
話
株
式
会

社
青
森
支
店

青
森
県
青
森
市
橋
本
二
丁
目
１
番
６
号

使
用
借
権

東
北
電
力
株
式
会
社

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
一
丁
目
７
番
１
号

使
用
借
権

道
路
管
理
者
青
森
県
知
事
青
森
県
青
森
市
長
島
一
丁
目
１
番
１
号

使
用
借
権

地
目

地
積
(㎡
)

土
地
の
所
在

地
番

公
簿

現
況

公
簿

実
測

収
用
し
よ
う
と
し
､

明
渡
し
を
求
め
る
土

地
の
面
積
(㎡
)

青
森
県
中
津
軽

郡
西
目
屋
村
大

字
川
原
平
字
福

岡
56番

畑
畑

1,194
1,194.09

1,194.09

� �
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権
利
の
種
類

使
用
借
権

六

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
三
日

別
表
１

収
用
の
裁
決
手
続
開
始
の
決
定

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
収
用

の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
八
月
六
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

赤

津

重

光

一

起
業
者
の
名
称

国
土
交
通
大
臣

二

事
業
の
種
類

一
級
河
川
岩
木
川
水
系
岩
木
川
津
軽
ダ
ム
建
設
工
事

三

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

別
表
１
の
と
お
り

四

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

別
表
２
の
と
お
り

五

土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

な
し

六

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
三
日

別
表
１

別
表
２

収
用
の
裁
決
手
続
開
始
の
決
定

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
収
用

の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
八
月
六
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

赤

津

重

光

一

起
業
者
の
名
称

国
土
交
通
大
臣

二

事
業
の
種
類

一
級
河
川
岩
木
川
水
系
岩
木
川
津
軽
ダ
ム
建
設
工
事

三

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

別
表
１
の
と
お
り

四

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

別
表
２
の
と
お
り

五

土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

青 森 県 報平成24年８月６日 月曜日 第3574号�

地
目

地
積
(㎡
)

土
地
の
所
在

地
番

公
簿

現
況

公
簿

実
測

収
用
し
よ
う
と
し
､

明
渡
し
を
求
め
る
土

地
の
面
積
(㎡
)

青
森
県
中
津
軽

郡
西
目
屋
村
大

字
川
原
平
字
福

岡

83番
１

畑
山
林

878
878.89

878.89

75番
畑

山
林

3,203
3,203,84

28.41

青
森
県
中
津
軽

郡
西
目
屋
村
大

字
川
原
平
字
大

川
添

293番
1

畑
畑

1,128
1,128.67

1,128.67

293番
2

田
畑

2,710
2,710.04

2,710.04

地
目

地
積
(㎡
)

土
地
の
所
在

地
番

公
簿

現
況

公
簿

実
測

収
用
し
よ
う
と
し
､

明
渡
し
を
求
め
る
土

地
の
面
積
(㎡
)

青
森
県
中
津
軽

郡
西
目
屋
村
大

字
川
原
平
字
大

川
添

49番
山
林

山
林

2,805.95

川
欠

396
3,498.39

692.44

119番
山
林

山
林

26,371.95

川
欠

4,892
42,007.52

11,194.69

氏
名

住
所

持
分
２
分
の
１
笹
代
ゆ
か
り
埼
玉
県
北
本
市
大
字
北
本
宿
140番

地
17

持
分
２
分
の
１
斉
藤
千
代
子
青
森
県
中
津
軽
郡
西
目
屋
村
大
字
川
原
平
字
宮
元
28番
地

� �



� �

な
し

六

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
三
日

別
表
１

別
表
２

青 森 県 報平成24年８月６日 月曜日 第3574号 �

地
目

地
積
(㎡
)

土
地
の
所
在

地
番

公
簿

現
況

公
簿

実
測

収
用
し
よ
う
と
し
､

明
渡
し
を
求
め
る
土

地
の
面
積
(㎡
)

青
森
県
中
津
軽

郡
西
目
屋
村
大

字
川
原
平
字
大

川
添

53番
山
林

山
林

5,243.43

川
欠

66
5,520.21

276.78

氏
名

住
所

持
分
２
分
の
１
三
上
京
一

青
森
県
中
津
軽
郡
西
目
屋
村
大
字
川
原
平
字
宮
元
28番
地

持
分
２
分
の
１
笹
代
ゆ
か
り
埼
玉
県
北
本
市
大
字
北
本
宿
140番

地
17

� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


